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世帯の状況等 添付書類  

離婚調停中（住民票上、別住所である）の方  
裁判所の調停事件係属証明書、または調停期日呼出状などの 

コピー 

同居家族に障害者の方がいる方  障害者手帳等のコピー 

就学前の 

きょうだいが 

幼稚園(認定こども園幼稚園部含

む)に入園することが決まっている。 

在園(予定)証明書、または入園決定書  

※当該施設様式  

特別支援学校幼稚部、児童心理治

療施設通所部、児童発達支援、医

療型児童発達支援、居宅訪問型児

童発達支援、企業主導型保育事業

を利用している、または利用すること

が決まっている。 

在籍証明書、または施設利用の開始が決まっていることがわかる資

料(内定通知や入園料の領収書等のコピー) 

 

 

令和 5(2023)年 

1月 1日現在の住所が 

 

（※父母祖父母、児童と 

同一住所に居住する 

すべての方が対象） 

海外勤務期間等により 

国外に居住していた方 

 

（日本で課税されていない方） 

令和 4（2022）年 1月から 12月までの 

➀海外勤務期間中の所得額・控除額等が分かる書類 

（例：会社発行の給与支払い証明書、給与明細等） 

➁国外で無収入の場合は無収入を証明する書類 

上記①または➁のいずれかのコピー※外国語で記載されている証明書類について

は、その和訳文の添付もお願いします。 

牛久市外の方 

情報連携により課税状況等を

保育課で確認させていただきま

す。ただし確認（取得）が出来

なかった場合は右欄の提出を求

めることがあります。 

令和 5年度証明（令和 4年 1月から 12月までの収入に係る証明） 

➀住民税課税証明書（または非課税証明書） 

➁住民税特別徴収税額の決定通知書[給与天引きの方] 

➂住民税計算明細書[納税通知書の方] 

上記①から➂のいずれかのコピー※令和 5年 1月 1日現在の住所地で発行 

 

 

令和 6(2024)年 

1月 1日現在の住所が 

 

（※父母祖父母、児童と 

同一住所に居住する 

すべての方が対象） 

海外勤務期間等により 

国外に居住していた方 

 

（日本で課税されていない方） 

令和５（2023）年 1月から 12月までの 

➀海外勤務期間中の所得額・控除額等が分かる書類 

（例：会社発行の給与支払い証明書、給与明細等） 

➁国外で無収入の場合は無収入を証明する書類 

上記①または➁のいずれかのコピー※外国語で記載されている証明書類について

は、その和訳文の添付もお願いします。 

牛久市外の方 

情報連携により課税状況等を

保育課で確認させていただきま

す。ただし確認（取得）が出来

なかった場合は右欄の提出を求

めることがあります。 

令和 6年度証明（令和 5年 1月から 12月までの収入に係る証明） 

➀住民税課税証明書（または非課税証明書） 

➁住民税特別徴収税額の決定通知書[給与天引きの方] 

➂住民税計算明細書[納税通知書の方] 

上記①から➂のいずれかのコピー※令和 6年 1月 1日現在の住所地で発行 

※書類の未提出や未申告により市区町村民税が不明の場合は、利用者負担額（保育料）を最高階層として決定いたします。 

 

０～２歳児で 

新規に口座登録を 

希望する方 
➀「口座振替依頼書」 

在園きょうだいと同じ 

保育料※口座を 

希望する方 

※保育園給食費の 

振替口座は不可  

➁「保育園保育料口座振替にかかる申立書」 

 

３～５歳児で 

公立を利用する方 ➂内定後面接時に園で記入及び提出 

私立を利用する方 ➃内定後園所定の様式で手続き 

 

令和 6年 4月から 

令和 6年 8月の 

利用者負担額 

令和 6年 9月から 

令和 7年 3月の 

利用者負担額 

利用者負担額 
（保育料） 

保育園給食費 

（２）必要な方のみ提出する書類 

 


